
東 京 都 北 区 商 店 街 装 飾 街 路 灯 補 助 金 交 付 要 綱  

 

                 昭 和 ６ １ 年 ５ 月 １ ６ 日 区 長 決 裁  

 

（ 目  的 ）  

第 １  こ の 要 綱 は 、商 店 会 が 設 置 し 、管 理 す る 商 店 街 装 飾 街 路 灯（ 以 下

「 街 路 灯 」と い う 。）に 係 る 補 助 金 の 交 付 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、

も っ て 区 内 商 店 街 の 振 興 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 補 助 対 象 街 路 灯 ）  

第 ２  こ の 要 綱 に お い て 補 助 対 象 と な る 街 路 灯 と は 、商 店 会 が 公 道 上 に

設 置 し た も の で 、商 店 街 の 環 境 美 化 及 び 近 代 化 に 寄 与 し 、か つ 、防 犯

灯 と し て の 機 能 を 有 し て い る 街 路 灯 を い う 。  

２  １ に 定 め る も の の ほ か 、 区 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の に つ い て は 、

補 助 対 象 街 路 灯 と す る こ と が で き る 。  

 

（ 補 助 金 交 付 対 象 商 店 街 ）  

第 ３  こ の 要 綱 に お い て 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 商 店 会 と は 、第 ２ に 規

定 す る 街 路 灯 を 設 置 し 、 管 理 し て い る 商 店 会 を い う 。  

 

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４  補 助 対 象 と な る 経 費 は 、商 店 会 が 前 年 度 に 支 払 っ た 街 路 灯 の 電 気

料 金 （ 以 下 、 「 街 路 灯 電 気 料 金 」 と い う 。 ） と す る 。  

 

（ 補 助 金 額 ）  

第 ５  補 助 金 の 金 額 は 、 街 路 灯 電 気 料 金 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 金 額

（ 千 円 未 満 の 端 数 は 切 捨 て ） と す る 。  

 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６  街 路 灯 を 管 理 し て い る 商 店 会 の 長（ 以 下「 管 理 者 」と い う 。）が

補 助 金 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、商 店 街 装 飾 街 路 灯 補 助 金 交 付 申

請 書（ 第 １ 号 様 式 ）に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て 、区 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７  区 長 は 、第 ６ の 交 付 申 請 が あ っ た と き は 、申 請 書 類 を 審 査 の う え 、

補 助 金 の 交 付 を 決 定 す る も の と す る 。  



２  区 長 は 、補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、商 店 街 装 飾 街 路 灯 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 管 理 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

 

（ 請 求 及 び 受 領 ）  

第 ８  管 理 者 は 、第 ７ の ２ の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日

以 内 に 商 店 街 装 飾 街 路 灯 補 助 金 交 付 請 求 書（ 第 ３ 号 様 式 ）を 区 長 に 提

出 し 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け る も の と す る 。  

２  区 長 は 必 要 に 応 じ 、管 理 者 に 対 し 、受 領 書（ 第 ４ 号 様 式 ）の 提 出 を

求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 ）  

第 ９  区 長 は 、管 理 者 が 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 を 受 け 又 は

受 け よ う と し た と き は 、商 店 街 装 飾 街 路 灯 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書

（ 第 ５ 号 様 式 ）に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す も

の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ０   区 長 は 、第 ９ の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場

合 に お い て 、す で に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、期 限 を 定 め て そ

の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 

（ 街 路 灯 の 設 置 及 び 廃 止 届 ）  

第 １ １  管 理 者 は 、年 度 の 途 中 で 街 路 灯 を 設 置 し 、又 は 廃 止 し た と き は 、

商 店 街 装 飾 街 路 灯 設 置・廃 止 届（ 第 ６ 号 様 式 ）を 区 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

（ 委 任 ）  

第 １ ２  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 地 域 振 興 部 長 が 定

め る 。  

 

 

付  則  

１  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

２  令 和 ３ 年 度 に 支 払 っ た 街 路 灯 の 電 気 料 金 を 対 象 と す る 補 助 金 の 金

額 の 算 定 に つ い て は 、第 ５ 第 １ 項 中「 を 加 え た 金 額 」と あ る の は 、「 及

び 街 路 灯 電 気 料 金 に １ ０ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 金 額（ 一 円 未 満 の 端 数 は 切

捨 て ） を 加 え た 金 額 」 と す る 。  



 

 

付  則 （ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日 改 正 ）  

       こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則 （ 平 成 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 改 正 ）      

          こ の 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ４ 日 区 長 決 裁  １ ９ 北 地 産 第 ２ ４ ６ ８ 号 ）  

      こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 区 長 決 裁  ２ １ 北 地 産 第 ３ ２ ０ １ 号 ）  

      こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ ６ 日 区 長 決 裁  ２ ２ 北 地 産 第 ３ １ ０ ８ 号 ）  

     こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 ４ 年 １ 月 １ ３ 日 ３ 北 地 産 第 ２ ６ ９ ４ 号 副 区 長 専 決 ）  

     こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日 ４ 北 地 産 第 ２ １ ２ ０ 号 区 長 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ １ 日 ５ 北 地 産 第 １ ０ ４ ４ 号 区 長 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 


